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平成 30 年 ３ 月 30 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３６ 　号）

　　　　規　　　則
○指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

　関する基準等を定める条例施行規則等の一部を改正す

　る規則 （障害保健福祉課）　１

　
　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を ここに公布する。

　 　
平 成三十年三月三十日

 石 川県知事
　 　
谷
　 　
本
　 　
正
　 　
憲
　

石 川県規則第十六号

　 　　
指 定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則等の一部を改

　 　　
正 する規則

（ 指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一部改正）

第 一 条
　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （平 成 二 十 四 年 石

川 県規則第五十九号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「指 導 員 又 は 保 育 士 」 を 「児 童 指 導 員 、保 育 士 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 」 に 改 め 、

「 （ 指 定 児 童 発 達 支 援 で あ っ て 、そ の 提 供 が 同 時 に 一 又 は 複 数 の 障 害 児 に 対 し て 一 体 的 に 行 わ れ る も の を い う 。以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。） 」 を 削 り 、同 条 第 二 項 中 「指 導 員 又 は 保 育 士 」 を 「児 童 指 導 員 、保 育 士 又 は 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 」 に 改 め 、同 条 第 三 項 第 二 号 中 「看 護 師 」 を 「看 護 職 員 」 に 改 め 、同 条 第 四 項 中 「指 導 員 又 は

保 育 士 」 を 「児 童 指 導 員 、保 育 士 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 」 に 改 め 、同 条 中 第 五 項 を 第 六 項 と し 、第 四 項 の 次

に 次の一項を加える。

　
５  

　
第 一 項 第 一 号 の 児 童 指 導 員 、保 育 士 及 び 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 の 半 数 以 上 は 、児 童 指 導 員 又 は 保 育 士 で な け

れ ばならない。

　 　
第 三条第四項第一号中「看護師」を「看護職員」に改める。

　 　
第 八条の次に次の三条を加える。

　
（ 共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準）

　
第 八条の二
　
条 例第五十五条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。

　 　
一  

　
指 定 生 活 介 護 事 業 所 の 従 業 者 の 員 数 が 、当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 が 提 供 す る 指 定 生 活 介 護 の 利 用 者 の 数 を 指

定 生 活 介 護 の 利 用 者 の 数 及 び 共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 の 数 の 合 計 数 で あ る と し た 場 合 に お け る 当 該

指 定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

　 　
二  

　
共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 に 対 し て 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、障 害 児 入 所 施 設 そ の 他 の 関 係

施 設から必要な技術的支援を受けていること。

　
（ 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準）

　
第 八条の三
　
条 例第五十五条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。

　 　
一  

　
指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 の 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 （指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 等 条 例 第 百 二 条 第 一 項 又 は 指 定 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 二 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 を い う 。第 十 条 の 二 第 一 号 に お い て

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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同 じ 。） の 面 積 を 、指 定 通 所 介 護 等 の 利 用 者 の 数 と 共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 の 数 の 合 計 数 で 除 し て

得 た面積が三平方メートル以上であること。

　 　
二  

　
指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 の 従 業 者 の 員 数 が 、当 該 指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 が 提 供 す る 指 定 通 所 介 護 等 の 利 用 者 の

数 を 指 定 通 所 介 護 等 の 利 用 者 の 数 及 び 共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 の 数 の 合 計 数 で あ る と し た 場 合 に お

け る当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

　 　
三  

　
共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 に 対 し て 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、障 害 児 入 所 施 設 そ の 他 の 関 係

施 設から必要な技術的支援を受けていること。

　
（ 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準）

　
第 八条の四
　
条 例第五十五条の四の規則で定める基準は、次のとおりとする。

　 　
一  

　
指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 登 録 定 員 （当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 登 録 者 （指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 百 七 十 一 条 第 一 項 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 基 準 第 四 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 者 を い う 。） の 数 と 共 生 型 生 活 介 護 （指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 等 条

例 第 九 十 五 条 の 二 に 規 定 す る 共 生 型 生 活 介 護 を い う 。） 、 共 生 型 自 立 訓 練 （機 能 訓 練 ） （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

基 準 等 条 例 第 百 四 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 共 生 型 自 立 訓 練 （機 能 訓 練 ） を い う 。） 若 し く は 共 生 型 自 立 訓 練 （生

活 訓練）（ 指定障害福祉サービス基準等条例第百五十九条の二に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）

又 は 共 生 型 児 童 発 達 支 援 若 し く は 共 生 型 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス （以 下 「共 生 型 通 い サ ー ビ ス 」 と い う 。） を 利

用 す る た め に 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 に 登 録 を 受 け た 障 害 者 及 び 障 害 児 の 数 の 合 計 数 の 上

限 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 二 十 九 人 （サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （指 定

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 三 条 第 七 項 に 規 定 す る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い

う 。第 十 条 の 三 第 一 号 に お い て 同 じ 。） 、 サ テ ラ イ ト 型 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （指 定 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 百 七 十 一 条 第 八 項 に 規 定 す る サ テ ラ イ ト 型 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い

う 。） 又 は サ テ ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準

第 四 十 四 条 第 七 項 に 規 定 す る サ テ ラ イ ト 型 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。） （ 以 下 「サ テ

ラ イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。） にあっては、十八人）以下とすること。

　 　
二  

　
指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 が 提 供 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 又 は 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 （指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 十 三 条 に 規

定 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を い う 。） の う ち 通 い サ ー ビ ス （指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第

六 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 百 七 十 一 条 第 一 項 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 十 四 条 第 一 項 に 規

定 す る 通 い サ ー ビ ス を い う 。以 下 同 じ 。） の 利 用 定 員 （当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 通 い サ ー

ビ ス の 利 用 者 の 数 と 共 生 型 通 い サ ー ビ ス を 受 け る 障 害 者 及 び 障 害 児 の 数 の 合 計 数 の 一 日 当 た り の 上 限 を い う 。）

を 登 録 定 員 の 二 分 の 一 か ら 十 五 人 （登 録 定 員 が 二 十 五 人 を 超 え る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 に あ っ

て は 、登 録 定 員 に 応 じ て 、次 の 表 に 定 め る 利 用 定 員 、サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 に

あ っては、十二人）までの範囲内とすること。

登 録定員 利 用定員

二 十六人又は二十七人十 六人

二 十八人 十 七人

二 十九人 十 八人

　 　
三  

　
指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 居 間 及 び 食 堂 （指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 七 条 第 二 項 第 一

号 若 し く は 第 百 七 十 五 条 第 二 項 第 一 号 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 十 八 条 第 二 項 第 一 号 に 規

定 する居間及び食堂をいう。） は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

　 　
四  

　
指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 従 業 者 の 員 数 が 、当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 が 提 供

す る 通 い サ ー ビ ス の 利 用 者 数 を 通 い サ ー ビ ス の 利 用 者 数 並 び に 共 生 型 通 い サ ー ビ ス を 受 け る 障 害 者 及 び 障 害 児

の 数 の 合 計 数 で あ る と し た 場 合 に お け る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 三 条 若 し く は 第 百 七 十 一 条 又 は 指

定 地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

　 　
五  

　
共 生 型 児 童 発 達 支 援 を 受 け る 障 害 児 に 対 し て 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、障 害 児 入 所 施 設 そ の 他 の 関 係

施 設から必要な技術的支援を受けていること。

　 　
第 九 条 第 一 号 中 「指 導 員 又 は 保 育 士 」 を 「児 童 指 導 員 、保 育 士 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 」 に 、「 合 計 数 を 」
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を 「合計数は」に改め、同条に次の一号を加える。

　 　
三  

　
第 一 号 の 児 童 指 導 員 、保 育 士 及 び 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 経 験 者 の 半 数 以 上 は 、児 童 指 導 員 又 は 保 育 士 で な け れ ば

な らない。

　 　
第 十 条 第 一 号 中 「（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （平 成

二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 。以 下 「指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 等 条 例 」 と い う 。） 第 八 十 条 第 一 項 に 規 定 す る

指 定 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。） 」 及 び 「（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 等 条 例 第 七 十 九 条 に 規 定 す る 指 定 生 活 介 護 を い

う 。以下この条において同じ。）」 を削る。

　 　
第 十条の二第一号を次のように改める。

　 　
一  

　
指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 の 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 、指 定 通 所 介 護 等 の 利 用 者 の 数 と 条 例 第 六 十 一 条 の 規

定 に よ り 基 準 該 当 児 童 発 達 支 援 と み な さ れ る 指 定 通 所 介 護 等 を 受 け る 障 害 児 の 数 の 合 計 数 で 除 し て 得 た 面 積 が

三 平方メートル以上であること。

　 　
第 十 条 の 三 第 一 号 中 「指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。） 又 は 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （指 定 地 域 密 着

型 サ ー ビ ス 基 準 第 百 七 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。） （ 以 下 「指 定 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 」 と い う 。） 」 を 「指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 等 」 に 改 め 、「 （ 指 定 地 域 密 着 型

サ ー ビ ス 基 準 第 六 十 三 条 第 七 項 に 規 定 す る サ テ ラ イ ト 型 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。） 」

を 削る。

　 　
第 十一条第一項第四号中「看護師」を「看護職員」に改める。

　 　
第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「（ 指 定 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス で あ っ て 、そ の 提 供 が 同 時 に 一 又 は 複 数 の 障 害 児 に 対 し

て 一 体 的 に 行 わ れ る も の を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 」 を 削 り 、同 条 第 三 項 第 二 号 中 「看 護 師 」 を 「看 護 職

員 」に改める。

　 　
第 十七条の次に次の一条を加える。

　
（ 指定居宅訪問型児童発達支援の従業者の配置等に関する基準）

　
第 十七条の二
　
条 例第八十一条の三第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

　 　
一
　
訪 問支援員

　 　　　
員 数は、事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数とすること。

　 　
二
　
児 童発達支援管理責任者

　 　　　
員 数は、一以上とすること。

　
２  

　
前 項 第 二 号 の 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 の う ち 、一 人 以 上 は 、専 ら 当 該 指 定 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の 職

務 に従事する者でなければならない。
　

（ 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一部改正）

第 二 条
　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （平 成 二 十 四 年 石 川 県 規

則 第六十号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 二条第一項第二号中「看護師」を「看護職員」に改める。

（ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正）

第 三 条
　
児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 ） の

一 部を次のように改正する。

　 　
第 十六条第二項及び第二十条第三号中「看護師」を「看護職員」に改める。

（ 児童福祉法施行細則の一部改正）

第 四条
　
児 童福祉法施行細則（昭和六十二年石川県規則第二十八号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 七条の二の二の次に次の一条を加える。

　
（ 指定障害児通所支援事業者の指定の変更の申請等）

　
第  七 条 の 二 の 三
　
法 第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 変 更 の 申 請 は 、

別 記様式第十四号の二の三により行うものとする。

　 　
別 記様式第十四号の二の二の次に次の一様式を加える。
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別記様式第14号の２の３（第７条の２の３関係）

　

特定障害児通所支援事業所

指 定 障 害 児 入 所 施 設
　指定の変更申請書

　
　　　　年　　月　　日　　

　　石川県知事　様

 申請者（設置者）

 　主たる事務所の所在地

 　名　称

 　代表者の氏名 ㊞　　　　　

　
 　　担当者氏名

 連絡先電話番号

　児童福祉法第21条の５の20第１項（第24条の13第１項）の規定による特定障害児通所支援（児童発達支援・放課後

等デイサービス）事業所（指定障害児入所施設）に係る指定の変更を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

事業所（施設）所在地市町番号

申
請
者
（
設
置
者
）

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所の所在地
（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

法 人 の 種 別

代 表 者

職　　名
フ リ ガ ナ

氏 名

住　　所
（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

指
定
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

所在地（設置の場所）
（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

同一の所在地（設置の場所）に 

おいて行う事業の種類　　　　

実施 

事業

指定の変更に係る事業の 

開始予定年月日　　　　
備　考

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
等

指

定

障

害

児

入

所

施

設

等

（備考）
　 １　この申請書には、指定の変更を受けようとする事業の種類ごとに、知事が別に定める書類を添付してください。
　 ２ 　「事業所（施設）所在地市町番号」欄は、記載しないでください。
　 ３ 　「法人の種別」欄は、「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記載

してください。
　 ４ 　「実施事業」欄は、今回の申請に係る事業及び既に指定を受けている事業の種類に応じ、該当する欄に○印を記載

してください。
　 ５ 　「同一の所在地（設置の場所）において行う事業の種類」欄は、今回申請をする事業及び既に指定を受けている事

業の種類を記載してください。
　 ６ 　児童福祉法その他の法律の規定により、既に事業等の指定等を受けている場合は、別紙にその事業所（施設）番号

等を記載してください。
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附
　
則

　
こ の規則は、平成三十年四月一日から施行する。

（別紙）

他の法律において既に指定を受けている事業等について

法律の名称 指定年月日 指定事業所番号
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